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医療法 

第７１条の２  この法律の規定によりその権限に属させられた事項を

議するほか、都道府県知事の諮問に応じ、当該都道府県

医療を提供する体制の確保に関する重要事項を調査審議

都道府県に、都道府県医療審議会を置く。  

２  略 

 

 

医療法施行令 

第５条の１８  審議会に会長を置く。  

２  会長は、委員の互選により定める。  

３  略  

４  略  

 

第５条の２１  審議会は、その定めるところにより、部会を置くこと

２  部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。  

３  部会に部会長を置き、その部会に属する委員の互選により定め

４  審議会は、その定めるところにより、部会の決議をもつて審議

とすることができる。  

５  略 
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